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　今日の社会経済は構造的変化を遂げつつあり、これに伴

い、国民の価値意識にも、大きな変化がみられます。特に、

生活の質的充実、ゆとり、心の豊かさを求める声は強く、

文化行政に対寺る国民の期待は一層高まっております。

　文化庁においては、このような期待に応えるため、貨重

な国民的財産である文化財の保存継承を図る文化財保議事

業に力を入れるとともに、新しい文化の創造に対する援助

と芸術文化の普及のための諸施策を行っております。

　この小冊子では、文化庁の仕事のあらましを紹介してお

りますが、文化行政に対する皆さんの御理解をいただくと

ともに、その推進のため、御協力下さいますようお一願いい

たします。

文化庁の役割……………・・…………・②

文化庁の組織一…一………・………③

文化庁の予算……………・……・…・…⑥

文化関係の顕彰優遇’’’’．’’…’’’’．’’’’’’⑧

芸術文化の振興…………・・一・・……・⑨

文化財保．碓の充実………一…・……・⑫

同誌の改善・杵及一………・・・……・・⑭

榊乍椎制度の幣備と逆用……………⑳

次

宗教行政事務の推進・…・・…・…一…⑳

研修会・研究協誠会の洲崔…………⑳

文化の国際交流…・…一………・……⑳

文化庁の広報一………・一・・………・⑪

（参考）

戦後の文化行政のあゆみ……………⑫

文化庁関係機関の住所・花話…・……⑮

文化庁附近凶……………’’’…’’…’…⑯



●文化と文化行政

　広く“文化、を大冊1が同然に働きかけながら形成

してきた物資的、柵抑灼な成果の一・則を意味するも

のと脾すれば、衣食往の様式、知識、信仰、道徳、

法律、社会伽習などもすべて文化の概念に含まれる

ことになります。この、蛍昧においては、文化の振興

及ぴ普及にかかわる行政は極めて広汎なものであり、

いわば国及び地方公共団体の行政全体に及ぶものと

いえます。文化庁はこのような行政の一部を分担す

るものであり、この場合の「文化」は、　「芸術及び

同氏娯楽、文化財保般法に規定する文化財、出版及

ぴ背作権その他の普作権法に規定する権利並びにこ

れらに関する国民の文化的生活向上のための活醐」

（文部省設碓法第2条）と定擁されています。

●文化庁設置の経緯

　昭和43年度に政府全体の行政機僻の改琳がありま

したが、物質的豊かさのみではなく榊神的にも充実

：

＼

二、壮、～

　　琳㌔
　　　壬

・．．　一○

ぼ・㌧

方1

・、一’■．

，

I

㌧．÷

’＼二・

文化庁莞足の8

した文化的生活を国民が求めている働向を受けて、文

化の一蜥の振與を図るため、同年6月15日に文化庁が

文部省の外局として設置されました。これは、昭和

25年に文部省の外局として設箭された文化財保護委員

会と昭和41年に設置された文部省文化局を統合して

文化行政組織の一元化を図り、文化振興の施策を推

進しようとしたものでした。

●文化庁の任務と仕裏

　文化庁は、「文化の振興及ぴ普及並びに文化財の保

作及ぴ活1洞を図るとともに、宗教に関する国の行政

箏務を行うこと」（文部省設縦法第12条）を任務とし

ており、その仕班はおおむね、次のとお一りです。

［□　芸術及び生活文化・国民娯楽の振興と普及

　文学・音楽・美術・演劇・舞師その他の芸術の振

興と普及、劇場・音楽堂・美術館その他の文化施設

の設挺と設箭助成、文化団体との連絡、生活文化及

ぴ国民娯楽の振興と普及など。

図　文化財の保存と活用

　文化財の保存及ぴ活用のための補助や援助・助言、

文化財等の指定等、文化財の管理・修理・復旧、現状

変更の制限その他文化財の保設のため規制、文化財の

公1州その他文化財の活用、文化財に関する調査など。

回国爵の改善等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『
　国語の改善・梓及、外国人に対する日本語教育の

推進など。　．

回　著作権の保護

　著作権・出版椛・著作隣接椛の保設のための制度

の整備、著作椛忠恕の普及など。

回　宗務行政の推進

　宗教法人の規則等の認一証、宗教団体との連絡など。

、・ A…．白

文化庁の機構図（昭和59年度定員：内部部局177人、施設等機閥等602人）

文　部　夫　臣

艮　　　　　官

次　　　畏

内部部局

長＝百官房

総　務　膿

会　叶　訳

文　化　部

部　　　裏

文化普及録

芸　術　山

国　語　諌

著作帖録

企画調査童

奈　務　訳

文化財保議部

部　　　裏

文化財鑑査官

伝航文化膿

普及助成2

記念物諌

美術工芸課

建遣物認

企　画　官
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…
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海設等機㎜ζ

国立国語
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京都国立
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奈良国立
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東京国立
近代美術臨

京都国立
近代美術記

国立西津
美　術　態

国立国原
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奈良国立
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日本芸術院
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●内部部局

団長官官房

総　務　誤…文化庁全般の人箏・文沓・審査・広

　報などの班称を担当するほか、基本地籔の潤査・

　企画や文化庁の所掌班務の総合鯛蛯を行います。

会　　計　　誤…文化庁全般の予算・決算などの会計

　耶務を行い、岡荷財産及び物品を管理します。

図文化部

文化普及誤…広く文化の振興に閑し企画・調蛙す

　　るとともに、その普及について企画し、援助と助

　言を与えます。また、生活文化や国民娯楽の向上

　　を図り、文化施股に対して援助、指導します。さ

　　らに、国立近代美術館、国立西洋美術館及び国立

　国際美術蚊を主管し、文化団体との連絡に当たる

　　ととらに、文化部の所箏班狩の逆絡調整を行います。

芸術操…文学・音楽・美術・演刺・舞度而その

　他の芸術について、資料の収集や提供をするほか、

　芸術の振興に関する離しを主催し、又はこれらに

　参加し、また芸術の向．1二について援助と助言を与

　えます。また、日本芸術院を主術するとともに、

　芸術関係団体との連絡に当たります。

国　語　誤…国語の改善についての調査・企画や

　普及を図り、ローマ字に関する調査研究などを行

　うほか、外国人に対する日本語教育の実施につ

　いて蜘Ir的・技術灼な援助と助言を与えます。

　また、国立国語研究所及び国語審級会を主管します。

著作権曝…著作権法その他著作権等に関する条

　約や法令に関する司聯を処理するほか、内外の著

　作権に関する調査や資料の収集・提供を行います。

　また、著作権楴議会を主管します。

宗務操…宗教法人の規則などの認証その他宗

　教法人法に関する～1蛎を処理するほか、宗教に閑す

　る倣報資料の収集や提供、宗教団体との連絡を行

　います。また、宗教法人審籔会を主管します。

圃　文化財保議部

伝統文化螺…文化財の保存及ぴ活胴に関し、企画

　・辿緒調整及ぴ国際灼椛活醐に関する小舟を行

　います。また、今日まで伝えられてきた歌舞伎等の

　伝統芸能、陶芸等の工芸技術等の伝統的な高度の

　わざ（無形文化財）、風俗習慣、民俗芸能等の民俗

　文化財及ぴ文化財の保作のために欠くことので

　きない技術又は技能について、調査・指定等し、

　あわせて伝承者の笹成や記録の作成・公開などを

　行います。さらに、文化財保磁岱誠会及び国立脚場

　を主管するほか、文イビ財保設部の所堆箏猪の連絡

　調蛙に当たります。

普及助成宝…伝統文化課の所堆事務のうち、文化

　財保滋耶莱の助成、文化財保設に関する絆及資料

　の作成及び書粧演会や離習会の閉雌や文化財の保設

　の趣旨の普及に関する耶務を行います。また、国

　立博物館及び国立文化財研究所を主管します。

記念物誤…宮跡・城跡・貝塚・古墳など世亜な

　遺跡、名勝地及ぴ我が国の自然を代表し、学術上

　価値の高い動植物・地質鉱物の調査、指定、保殺

　衡理等並びに埋蔵文化財の保存等に関する指導・

　援助・助言を行います。

美術工芸漂…絵画・彫刻・工芸品・普跡などの美

　術工芸品をはじめ、古文苫・考古資料・歴史資料

　を含めて広く処造物以外の有形文化財を調査・指

　足し、その所有者に対してこれらの文化財の管理

　・公開・活用や保存のための修理などについて指

　導・援助．・助言を行います。また、銃砲刀剣頼所

　特等取締法の組定による事務で文化庁の所堆に属

　するものを処理します。

建造物腰…社寺・城郭・普院など我が国古来の

　処築のほか、庶民の住宅や西欧の技術による洋風

　姓築などの拠物及び集落町並みなどの伝統的処物

　僻を対攻として調査、指定、遺定します。また、

　これらの処造物等の保存のための修理や防災施設

　などについて指導・援助・助言を行います。

文化財鑑査官…文化財に関する呼門灼、技術的な亜

　梁岬頁に係るものを総括整理します。

企画官…文化財保磁部の特定の課の脈削嚇

　に係る亙要到噸についての企画及ぴ立案に参画し

　ます。

●施設等機関等

ロコ施設等接関等

国立国爵研究所（東京都北区酉が丘3－9－14）

　国語及び国民の言語生活に関する科学的調査研究

　等を行います。

　同日本語教育センター

　外国人に対する日本語教育に関する調査研究、研

　修、教材作成等を行います。

東京国立博物館（東京都台東区上野分胸13－9）

　日本及び東洋諸地域の美術工芸品、考古資料を収

　集し、保管して叡覧に供します。

京都国立博物館（京都市東山区茶屋町527）

　主として平安時代以降の日本の美術品等を収集し、

　保管して観覧に供します。

　同京都文化資料研究センター

　京都文イビに関する惜椴資料の作成、収集、調査研

　究等を行います。

奈良国立博物館（奈良市登大路町50）

　仏教美術品等を収集し、保管して観覧に供します。

　同仏教美術資料研究センター

　仏教美術に関する怖搬資科の作成、収集、調査研

　究等を行います。

東京国立近代美術館（東京都千代11』区北の丸公胴3）

　近代美術に関する作品その他の資料を収集し、保

　管＝して観覧に供します。

　同工芸館（東京都千代1川区北の丸公卿1）

　近代美術のうち、］二芸に関する作品その他の資料

　を収集し、休符して観覧に供します。

　同フィルムセンター（東京都中央区点僑3－11）

　刺映画、文化映画、記録映画等の収集、保存、研

　究、上映及びこれら映画に関する廿綿資料等の収

　堆、調査研究等を行います。

京都国立近代美術館（京都市左京区間塒円勝寺町）

　工芸を主体とした近代美術に関する作品その他の

　資料を収集し、保衡して観覧に供します。

国立西洋美術館（東京都台東区上野分閑7－7）

　フランス政府から寄贈された松方コレクション及

　びその他の西洋美術に関する作品等を収集し、保

　管して観覧に供します。

国立国際美術館（大阪府吹田市千里万博公固10－4）

　日本美術の発展と世界の美術との関連を明らかに

　するために必要な美術に関する作品その他の資料

　を収集し、保管して観覧に供します。

東京国立文化財研究所（東京都台刺茎上野分国13－27）

　美術、芸能に関する調査研究及び文化財の保存に

　関する科学的な調査研究等を行います。

奈良国立文化財研究所（奈良市二条町2－9－1）

　南都の社寺を中心とする調査研究及ぴ平城宮跡、

　飛鳥・藤原地域の遺跡の発掘調査等を行います。

　同飛鳥資料館（奈良叫』高市郡明日香村奥山601）

　飛＾地域に関する考古資料、歴史資料等の収集・

　保管・公開・調査研究等を行います。

　同埋蔵文化財センター（奈良市佐紀町）

　埋蔵文イビ財に関し、調査研究、研修、指導　助言等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　を行います。

日本芸術院（東京都台東区上野分固1－30）

　芸術．ヒの功紺顕著な芸術家優遇のための朱ざ宇機関

　であるとともに芸術に関する1亟要二伸頁の棉禿を行

　います。

図審議会

国爵審議会

　同語の改普、固鴻の教育の振興及びローマ字に閑

　する小∫貞を1凋介杵誠一します。
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7

昭和59年座 文化庁予算の内訳

区 分 予算額 構成比（％）

百万円

1．人 件 資 4，172
〔1）木 庁 1．O13

11．1

12施設等概開等 3，159

2．文 化 部 4，274

llト腋経資 1，618
98

こども・青少年・移助……術祭 899

告示 術 家 研 傍 170

優 秀 映 画 の 促 進 136

中国引犯者等に対する日本略教育 20

52

第二国立刑場（仮称）股立準備 138
11．3

そ の 他 105

（21禰 助 金 2，656

イ．一般補助 1，211

地方芸術文化活動資補助
234

民　間　芸術等　活　動　資補助 972

そ の 他 5

8．施設補助
地 方 文 化 施 設 1，445

3．文化財保諌部 23，572

（1）一触経資 2，503

文化財保諌部裏務処理
171

国宝・量要文化財専の責1土 1，986

国有文化財等の保存整備等 322

そ の 他 24

12腕 設 資

平城宮跡・飛島腫原宮跡等の買上 922

13）禰 助 金 19，647

イ．一服禰助 11，796 62．4

3，720

有形文化財箏の保存整備 7，591

無形文化財等の保諌 472

そ の 他 13

口．施設補助 7．851

文化財保存施設整備等 700

史 跡 尊 の 買 上 7，151

141出 資 金

国 立 胴 場 出 責 金 500

4．施設等倣”等 5，507

ll〕一般経資 3，711

ω施 設 資 1，790
14．6

制禰 助 金 6

5．そ の 他 224

111一般経資 222

（テレビ） 153

国立文化施設配置の咽査研究
O．612

そ の 他 57

（21禰 助 金 2

肘 37，749 1OO．O

…
●・

　1昭和59年度の文化庁所管の予算緬は約377億111で、

厳しい国刎財政状況の下で対前年度5．6％の減額とな

っています。この予算畜画は文部省所符予算緬（一般

会計）の0．83％に当たります。

　その内訳を見ると、文化財保頬部が姑も多く文

化庁予算緬の62．4％を占め、次いで施設等機関等14．6

％、文化部11．3％、人件費11．1％となっています。

文化庁予算の推移

対前年度
文部省予算 国の一般会

年度 予　算碩 増加率（％）
に占める比 叶に占める
畢（％） 比率（％）

43
4，960 1．1 O．76 O．09

44 5，492　、 1O．7 O，74 O．08

45
6，752 22．9 0．80 O．08

46
8，808 30．5 0，89 O．09

47 11，265 27．9 O．95 O．lO

48
14，342 27．2 1．01 O．lO

49
17，335 20．9 O．98 0．10

一

50
21．173 22．1 0．88 O．lO

51
23，814 12．5 0．86 O．10

52 27，章68 17．O O．89 O．lO

53
33，406 19．9 O．92 O．lO

54
38，521 15．3 O．95 O．1O

，　■

55
40，025 3．9 O．94 O．09

56
39，630 △1．O O．89 O．08

57
39．901 O．7 O．87 　■n．08

58
40，O05 0．3 O，88 O．08

59
37．刊9 △5．6 O．83 O．07

著＝作桁審議会

　洲i…椛制度に関する皿要件頁及ぴ洲1…物等の利nl

　に関する舖倣盆の頼等に関する11町ごを潤査癖繊し

　ます。

宗教法人審議会

　宗敢法人に関する盟証その他宗教法人法に基づき

　その椛隈に属された～昨夏を調査術破します。

文化財保竈審議会

　文化財の保存及ぴ活胴に関する爪袈三脾負を調査滞

　流します。

特殊法人

立劇場（東京都千代旧区作町4－1）

主として我が国古米の伝統灼な芸能（雅楽、能楽、

文楽、歌舞伎、邦楽、邦舞、民俗芸能、大衆芸能

など）の公1閑、伝承者の錐成、調査研究などを行

います。このための施設として、次のものがあり

　
国

ます。

○木鮒（大刺場、小刺場・等）

○演芸資料館（演芸場等）

○能楽堂

　　（東京都渋谷区一千駄ヶ谷4－18－1〕

○文楽刺場

　　（大阪市南区日本橋1－12－lO）

〆



●文化藺業、文化功労者

　文化卿堆は、文化の発達に閑し卿紙中絶な者に対

し、文部大臣が文化功労者避考術査会の意見を聴い

て行う碓嚇に基づき、内脚で決定し、投与されるも

ので、1昭和12年に制度化されました。

　対攻となる分町は、学術等の分野も含め広範にわ

たっていますが、芸術分野では、美術（日本画、洋画、

彫塑、］二芸、処築）、文芸（小組、詩歌、評論、翻訳）、

芸能（洋楽、邦楽、湖測）等について行われています。

　例年、文化の日（11月3日）に皇居において伝達式

が行われています。

　なお、文化鰍堆受章者は、原則として前年までの

文化功労者の中から遊ばれることになっています。

　文化功労者制度は、文化の向上発達に閑し特に功

繊顕著な者に終身年金を支給し、これを顕彰するた

め昭和26年に設けられたもので、文化功労者追考楴

査会が進学した者のうちから文部大臣が文化功労者

を決定し、年企が支給されることになっています。

　対象としている分野は、文化勲章の場合と同様です。

●叙縢、褒章1

　戦後一時中断され、昭和39年から再閉された生存

者に対する斜軸は、特別の班柵のある場合を除いて

年齢70歳以上を対象とし、稚秋2回（稚は4月29日、

秋は11月3旧）に分けて行われています。叙卿基準

は、功労のあった者に顯六等以上、著しい功労のあ

る者には卿四等以上、特に著しい功労のある者には

勲二等以上となっています。文化の分野では、美術、

文芸、帝楽、減刺、映画、舞踊、大衆芸能、生活文

化、宗教、国語、国民娯楽、伝統芸能、及び伝統工

芸の各部門並びに報道、出版及び文化財の保護が対

象となっています。また、死亡者については生前の

切紙により、死亡時に叙卿が行われています。

　現在、叙鰍のほかに蛮章の制度がありますが、紅、

緑、黄、紫、藍、紺綬の6種のうち、文化に関係の

あるものとしては、「業務二柵励シ、衆民ノ模範タル

ベキ者」に賜与される黄綬、「学術芸術上ノ発州改良

制作二閑シ耶繊著名ナル者」を対琢とする紫綬、「公

衆ノ利益ヲ興シ成繊著明ナル者又ハ公司ノ司嚇二勤

勉シ労効蜘著ナル者」に与えられる藍綬があります。

●芸術選奨等

　芸術分野にお一いてその年に優れた菜繊を上げた者

又はその莱繊によって各分野に新生面を”Hいた者を

遺奨し、芸術避奨文部大臣賞及び同新人賞を贈るも

ので、昭和25年度より実施しています。

　また、昭和53年度から、楽曲、畑山等の優れた作

品を募り、作者に舞台芸術側作奨励特別償を授与す

る制度を設けています。

　なお、昭和60年度からは優れた媒f本芸術（映画、

放送、レコード）作品に芸術作品借を投与する制度

を設けます。

●日本芸術院

　日本芸術院は、芸術上の功繊顕著な芸術家を優遇

するために雄かれている機関で、院長及ぴ会員120人

以内で組織しています。

　日本芸術院では、また、卓越した芸術作品を制作

した者又は芸術の進歩に貢献する顕一箸な菜繍がある

と認．める者に対して恩賜佼及び日本芸術院賞を授与

し、芸術家の顕彰に大きな役割を果たしています。

●地域文化功労者表彰

　全国各地域において、芸術文化の振興、文化財の

保誠に尽力する等地域文化の振興に功繊のあった個

人及び団f本（毎年計約100人・団体）に対して、その

功纐をたたえ文部大臣が表彰するもので、昭和58年

一変カ・ら始まりました。

　固民の蜥神的なゆとりや蛸かな柵棟を培い、文化

国家を築きあげるためには、芸術文化の振映を図る

ことが必要です。そのための芸術文化行政は、大別

して二つに分けられます。一つは、我が園芸術文化

の頂点を高めることを目的として創作活肋の奨励に

関する施策を進めることであり、他の一つは、文化

のすそ野を広げることを目的として文化の杵及に関

する施策を進めることです。

●創作活動の奨励

1〕コ芸術家の研修等

①芸術家の研修

　　芸術各分野の将来性に淋む芸術家を、海外又は同

　内でそのw’1とする分町について実地に研修させ、

　その技芸を向上させるための小葉です。

　○在外研修

　　美術、音楽、舞帥、測刷・映画、舞台美術等の

　　各分野から遺び、　3か月、　1年父は2年海外

　　に派遣し研修させるもので、昭和42年度（2年

　　言脈i眩は49判三度、　3か月言脈遮は54‘ト，変）　カ’ら実腕；

　　しています。

　○国内研修

　　美術、音楽、舞舳、減脚、舞台美術等の各分野か

　　ら遊び、1年1州、国内において研修させ、その

　　雄山の一部を岡が鮎Iけるもので、昭和52年度

　　から実施しています。

②優秀美術作品買上げ

　　美術家の側作意、欲を高めるため、年1制の1州本腰、

　値峻等における発表作品のうちから優れた作■㌔Ilを

　損いしヒげるもので、l1州1311年度から実施しています。

図創作活ロカの奨励援助

①芸術祭

　　優れた作品を広く・般に公1州して芸術謄・賞の機

　皿を破戒し、また、芸術家の意欲灼な公演炎表を

　促すため、■昭和21年度から州始されたらのです。

　毎年10月1L1からlll・・l15［二1まで1州准されてきまし

　たが、昭和60年度からは芸術祭の兇市しに伴い、

　期1冊も10月1111からI1月10日までとなります。

　　芸術祭は、主雌公演、協銑公演及び参加分減か

　らなってお一り、参加分漁のうち優秀なものに対し

　ては、芸術祭賞が投与されます。

②芸術関係団体への助成

　　芸術文化の向上普及は芸術関係団体の自主的活

　動に工tうところが極めて大きいことから、これら

　の団体が行う箏葉のうち特に有意披なものに対し、

　1昭利1134刊三度から民暇1芸術f等…帳與』費制i醐〕金による㎜〕

　戒を行っています。

　③映画の製作奨励

　　昭和47年度から、年1湖に公州上映された劇場向け

　け・映画のうちから優秀な作。油を遺び、映画製作奨

　励金（1年10作品、I作品1，000万円）を交付していま

　す。また昭和51年度から、こども向けテレビ州ア

　ニメーションー映画の中から、子どもたらの美的感

　覚と柵撚をはぐくむのに役立つものを避ぴ、その

製作者に対し洲・奨励金（1王1三5作品、、1作品600

　万円）を交付しています。

④第二国立劇場（仮称）の設立準備

　　オペラ、バレエ、ミュージカル、現代舞舳、呪

　代湖剣等の理代舞台芸術を振興するための総合的

　施設として、第二岡立脚場（仮称）を東京都渋谷

　区に姓設すべく、設立準術を進めています。
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●文化の普及

囮　芸術鑑書の機会の提供

　①こども芸術創均

　　成及期にあるこどら達に、その碓達過稚に応じ

　優れた芸術を艦↑tさせることは、性批を高め、胆

　かな側造性を蕪うなど、こどもの人㈹形成の上に

　嵌めてπ要なことです。

　　このため、1昭和49年度から10歳一13歳のこども

　を対梁とするrこども芸術刺場」を実施し、平素

　芸術艦狐の機会に恵まれない地方のこども連に優

　れた舞台芸術を無料で艦狐する機会を批供してい

　ます。現在、オーケストラ、高＝楽刺、バレエ、児

　術刺及ぴ令咄の5棚目について80匝111秘度の巡回公

　減を行っています。

②青少年芸術創場

　　こども芸術刺場と同様の趣旨で昭和42年度以来、

　一流芸術家による優れた舞台芸術を無料で竹少年

　（14歳一19歳）に監賞させる「青少年芸術刺場」

　を実施し、平素芸術艦徴の機会に恵まれない地方

　の秤少年にその機会を提供しています。

　現在、オペラ、バレエ、オーケストラ、能・征

　言、文楽、新蜘、歌舞伎、邦楽・邦舞及び大衆芸

　能の9種目について、80同程二度の巡11！1公減を行っ

　ています。

③中学校芸術鐘貫教室

　　中学生の情操のかん獲と芸術活肋への参加の機

巡を雌成することを目的として昭和59年度から1洲

始した耶菜で、中学枚に優れた舞台芸術を1腕iし

て、鑑賞及ぴ表現活動の機会を提供しています。

　実施種目は、オーケストラ、含帆、ミュージカ

　ル、文楽、椥剣（狂言を含む）、邦楽・邦舜の6

種r」で、公流に際しては、①中学生の学榊那カの

場である中学牧の体育館等で行う、②司会進行役

をw門家とともに中学生の代表がつとめる、③プ

　ログラムの中に中学生だけの流披・演奏する場面、

州11家と中学生とが満披・演奏する場面を作る等、

ただ濫賞するのみでなく、中学生の表理活動を取

り入れています。

　　　．　’’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一I一、．　　　　　　　　　　口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1町
　　　　！¶罰．　　　　　　　　　3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・。’；

朴；
　中学校……術維賞敏室

④移動芸術祭

　地方における芸術鑑賞の機皿を破戒するととも

に、芸術文化の振興に資するため、昭和46年度か

ら文化庁が派遣する優れた舞台芸術公演と地元が

行う各地方の特色ある舞台芸術公流とからなる移

動芸術祭を、全国5か所で実施しています。また、

派遣締台芸術の巡阿分流を稚秋にわたって全1珂灼

に行っています。

⑤国立美術館所藏内外美術名品展

　地方の美術の振映と杵及に資するため、l1召和55

年度から、文化庁が買い．1二けた優れた海外美術作

品を11＝1心に、固立美術館所蔵内外美術名品峻を企

画し、地方の公立美術館に巡回峻示しています。

⑥現代美布選抜展

　各美術ト州体が中央において実施している美術腰

覧会の受血作品を一一・堂に集め、現代美術の動向を

広く一般に紹介することによって地方美術の向上

を図るとともに1新進美術家の側作活動を奨励する

ため、昭和42年度から、毎年度金同4か所におい

て州雌していま．す。

図　地方文化活動の振興

①地方の芸術文化活量カに対する補助

　地方における芸術文化活醐の振興を図るため、都

道府県が実施する下記の芸術文化班莱について、そ

の経没の一部を舖肋しています。

　（1）次に掲げる茎術文化小菜のうち、都道府“が

　　実施するもの。

区 分 事 業

U）県高等学校総合文化祭

（都道府県が共同で実施す

る場合の開催県を含む。）

県高等学校芸術文化祭 （2）全国高等学校総合文化祭

派遣脅業

（3〕県高等学校文芸、音楽、美

術、演劇、舞踊等の文化祭

事
O〕文芸講演会③文芸講習会

文 官τ 行
（2〕文芸作晶集刊行

美 術 行 事
（1脇合奏術展13蹄蔵習会

12脂捌企画展

苫云 能 行 事
音楽、’演劇、舞踊等公演

及び講習会

総合的芸術文化行事
芸術祭又はこれに相当す

る行事

（2〕全国高等学牧総合文化祭

（3）地方芸術文化団体育成小菜

②芸術文化指導者の派遣

　地方におけるアマチュア文化活醐の振興を図るた

め、郁逆府県の要舳に基づき、美術、音楽、演劇の

芸術文化活肋にそれそ“れ該当Ψ1－I’】分野の指導者を派

遣しています。

③地方文化施設の整備充実

　音楽覚、劇場、美術腰示場等の機能をもつ公立文

化施設（文化会館等）は、地方における芸術文化の

振。興の拠点として疋要なf顯1jを果たしています。文化

庁ではこの姓設の促進を図るため、昭和42年度から

地方公共団体（都道府県、人口10万人以上の市及び

広域市町村囎の中心都市）に対して補助金を交付し

ています。
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　文化財は、我が国の歴史や文化の正しい理解のた

め欠くことのできないものであり、また、将来の文

化の崎Lヒ発腰の基礎をなす蚊πな国民的財産である

ことから、国民一人一人がこれを大切に保滋し、後

世に継水していく必要があります。

　我が国の文イビ財保証の基本を定める文イビ財保般法

においては、文化財を次のように定披し、国が指定

箏を行うこととしています。

●文化財の定義

　有形文化財……ω　処造物、絵画、彫刻、工芸品、

　　　　　　　　杵跡等で我が国にとって歴史上

　　　　　　　　又は芸術上価値の高いもの

　　　　　　　（2〕考古資料等の学術上価仇の高

　　　　　　　　い歴史資料

無形文化財……減刺、蔚楽、工芸妓術その他の無

　　　　　　　形の文化的所産で我が同にとって

　　　　　　　雌史上又は芸術上価仇の高いもの

民俗文化財……衣食住、生葉、信仰、年中行箏等

　　　　　　　に関する風俗、伽習、民俗芸能及

　　　　　　　びこれらに川いられる衣服、濠其、

　　　　　　　家屋その他の物件で我が国民の生

　　　　　　　活の推移の理解のため欠くことの

　　　　　　　できないもの

記　念　物……（1〕貝つか、古城等の遺跡で我が

　　　　　　　　国にとって歴史上又は学術上価

　　　　　　　　値の高いもの

　　　　　　　（2）庭脚、橋梁等の名勝地で我が

　　　　　　　　同にとって芸術上又は観性上の

　　　　　　　　価仇の高いもの

　　　　　　　（3）動物、榊物及び地質鉱物で我

　　　　　　　　が同にとって学術上の価仇の高

　　　　　　　いもの

伝搬句建艶蝶……馴姐の現境と一体をなして歴史的

　　　　　　風致を形成している伝統的な姓造

　　　　　　物碓で価値の高いもの

●重要文化財の指定等

　文部大臣は、有形文化財、無形文化財、民俗文化

財、紀念物のうち皿要なものを、それそ“れ重要文化

財、亙要無形文化財、皿要有形民俗文イビ財又は兎

要無形民俗文化財、史跡名勝天然記念物に指定しま

す。さらに、亙要文化財のうち世界文化の見地から

価値の高いもので、たく“いない国民の宝たるものを国

宝に、史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを

特別史跡名勝天然記念物に指定します。

　また、市町村は、伝統灼処造物僻及びこれと一体

をなしてその価値を形成している環境を伝統的処造

物群保存地区と定めますが、文部大臣は、我が国に

とってその価値が特に高いものを、亙要伝統灼処造

物群保存地区として遣定します。

　国指定文化財等件数一覧（昭和60年2月1日現在）

〔指定〕

I．国宝・重要文化財

区分
種別 国　　宝 重要文化財

絵　　画
151

1，780

彫　一　刻
115

2，468

工　芸　晶
250

2，259
美
術
工
芸
品

書跡奥籠古文警 274
2，335

考古資料
36 394

歴史資料
O 25

計 326
9，261

建　造　物 （249棟）207 （3，189棟）1，976

合計 1，033 11，237

（注〕π1要文｛ヒ肘の作故は、同＝支の作故を含む。

II．史跡名勝天然記念物

56
史　　　　跡 1，218

特別名　勝
25

名　　　　勝
245

特別天然記念物 72
天然記念物

914

叶 153 叶 2，3η

雌）史跡名勝天然紀念物の件徴は、特別史跡名勝天然紀念物

　　の僻故を含む。

m．重要有形民俗文化財

IV．重要無形民俗文化財

V．重要無形文化財

152

125

保　　持　　者

各個指定 俺合指定
保持団体

芸　能 22件 33人 7件 7団体 ○件 ○団体

工芸技術 27 31（29） O 0 l
l

1
1

針 49 64（62） 7
．
7

l
l

1
1

（注）工芸佼術の保持折（各個揃定）にπ汕理定があり、

　　｛）内は突入二一iを示す。

〔選定〕

I．重要伝統的建造物群保存地区　　21地区

II．選定保存技術

保持者 保存団体

有形文化財等開係 11件 12人 6件 6蹄
無形文化財等固係 13 17 6 6

針 24 29 12 12（lO）

　　　（注）布形文化財等閑係の保存団体に1匝値理定があり、

‘　　　　　（）内は突団f卒敦を示す。

　　　●文化財保竈の施策

’　　［〔1美術工芸品の保護

　　　　調査、指定の現状

　　　　　全国に散在する、絵画、彫刻、工芸品、書跡・

　　　　典籍、古文二1峠、考古・歴史資料等の有形文化財

　　　　（美術工芸品）の各分野のうちから正要なものを

　　　　進んで、国宝・皿要文化財の指定を行っています

　　　　が、この指定のための調査として迦滞の調査のほ

か、文化財集中地区・重要社寺の歴史資料、皿要

考古資料等の特別調査を行っています。

指定文化財の保存修理、管理（防災）等の現状

（買上げを含む）

　国指定文化財の保存管理は、所有者又は文化

庁長官の指定した管理団体が行っています。また、

文化財（美術工芸品）の管理については、適切な

指導を行い、文化財の修理及び文化財の災害（主

として火災、盗難）防止のための保存施設、防災

施設の設置等に対しては、国庫補助を行い、保存

管理の万全を期するように努力しています。

　また、国宝・丞要文化財等のうち、国に対し売

渡しの中出があった場合、あるいは、海外流出そ

の他の理由により国が保存する必要のある文化財

は、これを買い取り、保存と活用の万全を図って

います。

撚ク

i

高

｛｝r一・．

；一

一鰯．

美術工芸品（彫刻）の保存僚理

指定文化財の公開活用（海外展を含む）の現状

　国民兵迦の遣雁として価値の高い国宝・1亜要文

化財の公開については、公閑することが保作に対

〃 〃
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囚史跡の保護

　古城、貝塚、城跡などの遺跡の中で歴史上・学術

上皿要なものを史跡に指定するとともに、その保籔

のために指定地域内における理状変更行為等を規制

しています。

　文化庁では、各々の史跡の理状や性格に応じて、

標識・組羽板等や防災施設を設置し、また、飛跳して

いる史跡の復旧・整備、指定地域内の民有地の買上

げ等を行っています。

　民有地の興上げとしては、現在、（1）地方公共団体

が主体となって国がその経殴の補助を行うものと、

（2）特別史跡平城宮跡や飛鳥・藤原地域のような特別な

地域において、国が面接買上げを進めているものと

があります。

　史跡等が集中して所在する地域については、その

地域の広域的保存整備と資料蜻延設、地域的特色を

示す民家の移築等を行い、文化財を地域ぐるみ保設

し、その普及活用を図るため、「風土記の丘」の建設が

都道府県の事業として行われています。現在、埼玉

県、千葉県など10か所が完成しています。
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高松塚古場壁画

回　名勝及び天然記念物の保竈

　ずく“れた景勝地や庭脚、動物・植物・地質鉱物の

うち並要なものをそれぞれ名勝及ぴ天然記念物に指

定し、保般のために、理状変更等について規制し、さ

らに各物件の性格、現状等に応じて復旧修理や保存

施設・防災施設の設置、動植物の保護埴殖などを行

っています。

　保滋揃殖は、動植物である天然記念物のうち衰亡

に瀕しているものについて、人工増殖や給餌を行う

もので、特別天然紀念物コウノトリに対する給餌な

どが代表的です。

固　埋蔵文化財の保証

　古城、貝塚、住居跡、窯跡等の文化財を包蔵する

土地は、全国に約30万か所あると考えられています。

　このような埋蔵文化財包蔵地については、その土

地における調査や土木工事を行うに当たり、事前に

届出又は通知を要することとされています。

　埋蔵文化財は、近年の各種開発の進展によって最

も影響を受けやすいものであり、開発との調整に多

くの努力を払わなければなりません。

　文化庁では、重要な遺跡の史跡指定や全国逆跡分

布地図の作成・配布等を行っています。

　また、公立埋蔵文化財調査センターの設置に対す

る補助、地方公共団体の耶門職員充実のための奈良

国立文化財研究所埋蔵文化財センターにおける研修

を行い、発掘調査体制の充実を図っています。

9

回　主要遺跡の保護

　特別史跡平城宮跡については、昭和28年度から奈

良国立文化財研究所による発掘調査が行われ、昭和

38年度からは国による宮跡内の民有地の買上げが行

われています。

　宮跡の遺構に即した整備、出土品等の展示のため

の資料館の設置、遺構そのものの展概等を行い、宮

跡の整備に努めています。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平城一宮跡

　飛島・藤原地域は、我が国の歴史上特に貨皿な遺跡

が多数所在する地域として、その保存については、昭和

45年12月の「地鳴地方における歴史的風土および文化

財の保存等に関する施策について」の脚議決定に従い、

関係省庁が協力して対処することとされています。

　文化庁は、史跡川原寺跡の土地買上げ蛙備、特別

史跡高松塚古墳の土地買上げや石室保存施設の設流、

壁画の修理等を行うほか、特別史跡藤原宮跡につい

ては、土地買1土げ、発掘調査及び整備を継続して行

うこととしています。また、この地域内には奈良国

立文化財研究所の飛鳥資料蜻が置かれています。

　このほか、特別史跡大宰府跡（禰剛具大宰府市）、

特別史跡多賀城跡（宮蜘映多賀城市）、特別史跡一系

谷朝倉氏遺跡（禰井県福升市）などの大規模な遺跡

については、それぞれ所在の地方公共団体が土地の

買上げ、発掘調査、整備等の恥菜を行っており、国

はその補助を行っています。

回　無形文化財の保証

　演刺、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産

で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いも

ののうち重要なものを「亜要無形文化財」に指定す

るとともに、その指定をするに当たっては、当該重要

無形文化財の保持者又は保持団体を認定しています。

　文化庁では、重要無形文化財を保存することの亜

要性にかんがみ、文沓・写真等による記録を作成刊

行し、筑皿な資料を収集し、工芸技術を記録した映

画を製作しています。また、保持者には、伝承者の

整式及ぴ本人の技の錬磨向上のための特別助成金を

交付し、保持団体又は地方公共団体が実施する伝承

者撞成等の班菜に対してはその経費の一部を補助し

ています。

　このほか、血要無形文化財以外の無形文化財のう

ち特に必要のあるものを記録作成等の措置を講ずべ

き無形文化財として進択しています。

国立劇場

　昭和41年11月には伝統芸能の保存と振興を図るこ

とを目的として国立側場が閉場しました。国立脚場

は、大刺場及び小刺場において雅楽、歌舞伎、文楽、

邦楽、邦舞、民俗芸能等の公開を行うとともに、伝

統芸能に関する調査研究や資料の収集・活刷、歌舞

伎と文楽についての伝承者笹成を行ってきました。

　その後、昭和54年3月には落語、講談、浪曲等の大

衆芸能のための施設として同側場に演芸場を開場し、

大衆芸能の公開、資料の収集展示、寄席確子の伝承

者穫成を実施しています。さらに昭和58年9月には

東京に能楽堂を、昭和59年3月には大阪に文楽刺場

をそれぞ一れ国立側場の施設として閉場させ、能楽及

〃



ぴ文楽を中心とする伝統芸能の公満小菜のほか、鯛

充研究、各極資料の公1刑、後継者の笹成等の箏莱を

実施しています。

臣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立劇場

回　民俗文化財の保護

　衣食住、生葉、信仰、年中行箏等に関する風俗伽習、

民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、滞具、家屋その

他の民俗文化財については、有形のものと無形のも

のに分けられ、それそ’れ特に正要なものを重要有形

民俗文化財又は爪要無形民俗文化財として指定して

います。

　文化庁では、皿要有形民俗文化財の保磁のために

行う修理や防災、収蔵庫の処設及ぴπ要無形民俗文

化財の保存関係団体等が行う箏莱に対し、それに要

する経費の一部を補助しています。

　このほか、亙要無形民俗文化財以外の無形の民俗

文化財のうち特に必要のあるものを記録作成等の摘

護を講ずべき無形の民俗文化財として遺択しています。

　また、都道府県が実施する民謡、方言等多極の民

俗文化財の緊急調査や記録の作成等に対し、また、

地域の特色を示す民俗文化財や歴史資料等の保存・

活用を図る歴史民俗資料館の建設に対し、補助して

います。さらに、文化庁では昭和44年度から「日本

民俗地図」を作成、刊行しています。

囮　文化財の保存技術の保護

　国宝、煎要文化財等の有形文化財等の修理、復旧

等に欠くことのできない伝統的な技術者・技能者は

老齢化が帯しく、かつ、後継者雌のため近年減少の

一途をたどり、今後の文化財f呆存に大きな支師をき

たすお一それがあります。このため、昭和50年の文化

財保、痩法の改正により、文化財のf呆存のために欠く

ことのできない伝統的な技術又は技能で保存の描箭

を講ずる必要のあるものを遭定保存技術として進定

し、その保持者又は保存団体を認定するとともに、

必要な保存の措置をとる制度が創設されました。こ

の保存の描冊として、緊急を要する分野の団体に対

する伝凧者養成のための援助のほか、遺宝保存技術

の保存のため必要のある分野の後継者撞成耶菜に対

し援助しています。

口　文化財保竈思想の普及高揚

文化財保証強鯛週間、文化財防火デー

　昭和24年に世界最古の木造性築である法隆寺金堂

の壁画が焼伽するという事件が起こりました。この

小作は国民に対し強い衙撃を与え、終戦後の文化財

の散逸、荒腕の危機に対する憂慮の念を呼び起こし、

これが契機となって翌昭和25年には文化財保護法が

制定されましたが、II召和29年にはこの法隆寺金堂の

修理不束も竣工しました。この法隆寺金堂の落慶を

記念して「文化財保護強調週固」を設定し、毎年11

月1日から7日までのこの週1制を中心に中央、地方を

j血じて各租の記念行事を実施し、これをj亟じて一般

国民の文化財に対する理解と認識を深めることに努

めています。

　また、翌昭和30年からこの法隆寺金堂が縦災した

1月26日を「文化財防火デー」と定め、消防庁（当時、

国家消防本部）と協力して全国的に文化財の防火演

拙等の迦肋を展1捌することとし、現在に至っていま

す。

文化財愛竈活ロカ

　各地域において文化財講座を剛准するなど文化財

の普及や愛繊忠恕の高暢に努めています。また、各

都逆府県において、各種の文化財愛設団体等が行う

文化財に関する学習、保護等の奉仕活動などの文化

財愛殺の実践灼活動を推進しており、その成果を中

心に、文化財愛誕全国研究集会を1洲崔したり、文化

財閥係映画や各郡資料の作成を行っています。

文化財愛護シンボルマーク

　文化財愛誠シンボルマークは、文化財愛議運動を

全国的に推進すえためと旗じるしとして、昭和41年

5月に定められたものです。

　　　　　　　　　　　　　このシンボルマークは、

ひろげた両方の手のひら

のパターンによって、日

本姓築の重要な要素であ
　と　■一

る斗棋（組みもの）のイ

メージを表し、これを

三つ皿ねることにより、文化財という民族の遺産を

過去、現在、未来にわたり永遠に伝承していくとい

う受渡柵神を象徴したものです。

●国語審眺会

　国語施策の基本となるのは、国語編底会の調査術

言褒です。国語の調査審誠の歴史は古く、明治33年の

国語調査委員会の設置に始まりますが、現在のよう

な法令に基づく審議会は、昭和24年6月に発足しま

した。

　国語稀書褒会は、文部大臣又は文化庁長官の諮問に

応じて、（1〕国語の改善に関する恥頁、（2）国語の教育

の振興に関する恥頁、（3トローマ字に関する事碩を調

査秤言衛し、及びこれらに関し必要と認める恥頂を文

部大臣、関係各大臣又は文化庁長官に姓誠すること

となっており、委員は45名以内で組織し、任期は2

年となっています。

　国酪審誠会は、昭和41年6月、文部大臣から「国

語施策の改善の具体策について」の諮問を受け、こ

れに基づいて「当用淡字表」「送りがなのつけ方」「現

代かなづかい」等、戦後に実施された一連の国語施

策の改善を図るための審誠を進めてきました。

　まず、昭和41年6月以降、当用漢字の音訓と「送

りがなのつけ方」の問題を取り上げ、3期6年にわ

たる雅言頂の結果、昭和47年6月に「当用流字改定音

訓表」「改定送り仮名の付け方」として答申しました。

これらは昭和48年6月に内脚告示・内閑訓令によっ

て実施に移されました。次いで昭和47年11月以降、

当用淡字の字種・字体の問題を取り上げ、4期8年

にわたる審誠の結果、昭和56年3月「常鼎漢字表」

として答申しました。これは同年I0月に内閣告示・

内脚訓令によって実施に移されました。

　昭和57年3月以降は「現代かなづかい」の脚魍を

取り上げて岱誠を行っており、昭和59年2月の第15

期国許禰堰会最終総会では仮名遣い委員一会から辞誠

経過についての・報告が行われ、同年4月に発足した

〃 〃



第16期国紙綿撞会で引き統き「理代かなづかい」を

めく．る脚幽点の検討を進め、60年2月に中1洲試案を

取りまとめて公表しましたが、各方面の意見を聴い

た上で第16期の倒吻中に答申を行う予定です。

●国電施策の普及に回する裏業

　国語を平明、的」確で美しく盟かなものとしていく

ためには、広く国民刎瑚に国語に対する意識を高め、

国鵬を大切にする榊神を整うことが皿要です。この

ため、文化庁では、昭和48年以＊、　「ことばシリー

ズ」を作成し（これまでに解説細11冊、問答紬0冊

を作成）全国の学校、社会教育機関等に配布し、昭

和55年からは、ビデオテープ「美しく豊かな言葉を

めざしてシリーズ」を作成し（これまでに「敬語」、

「言葉のしつけ」など12巻を作成）全国の視聴覚ライブ

ラリー等に各々配布してきましたが、今後ともその内

容の充実を図ることとしています。

　　　　　　　　　　　　ことばシり一ズ・ビデオテープ

　また、国語施策の普及と国語教育の振興に資する

ため、毎年、全国2地区で国語問題研究協誠会を開

催し、学校・一般社会の国語関係者等の参加のもとに

国語の改善の方策等について研究協言褒を行っています。

●国語及び国語施策に関する調査研究等

　国語の改善を進めていくためには、その基礎とし

て、国語及び国民の言語生活の実態と動向等につい

て十分調査研究を行い、これを参考とする必要があ

ります。

　国立国語研究所においては、話し言葉、苫き言葉

の両面にわたって、国訴及ぴ国民の言語生活に関し、

（1胞子計算機等の機港を導入・駆使して各種の大規

模かつ柵密な調布研究を進めており、併せて、（2〕国

語綿掘会の行う国論施策の検討のための基礎資料の

提供を行っています。

　なお、文化庁においても、国蔽施策に関する海外

調査、国語施策沿革資料の編集刊行のほか、都道府県

が行う各地方言収集緊急調査に要する経費の一部を

補助する等、各種の調査を実施しています。

　著作権制度は、著作者や著作隣接椛者の権利を保

設し、文化創造の意欲を高め、活力を与えるととも

に、著作物等の文化的所産の公正な利用を図り、も

って文化の発展に寄与することを目的とするもので

す。

文化庁では、著作権制度の蛙術及びその円滑かつ

適正な迎用を図るとともに、背作権思想の普及徹底

に努めています。

●著作権制度の整備

［□国内的整備

　昭和46年1月1日から、新しい捌乍椛法、同法施

行令及び同法施行規員11が施行され、新しい時代に即

応し、かつ、国際的水準を満たす著作権制度の蛯術が

図られました。その後昭和53年には、レコード保般

条約の締緒に伴い著作権法の一部が改正され、1昭和

59年にはエモレコード閉題等に対処するために著作権

法の一部が改正されました。

　新著作権法施行後14年を経た今日、新著作権制度

もようやく社会の各方面に定着し、著作椛脚幽に対

する社会均な関心も極めて高いものとなりつつあり

ます。しかしながら、新著作権法の下においても、

著作物利用手段の忠連な開発粋及によって生起する

今旧的課魍に対処する必要があり、このため、昭和

48年には、ビデオ及びコンピュータに閑逆する著作権

問題について、昭和51年にはせロックス等による極写

襖製に関する普作権問題について、昭和56年には、

録音・録画機群の州発・杵及に伴う著作権問題につ

いて、昭和59年にはコンピュータ・ソフトウェアに

関する著作権問題について著作椛秤誠会が報告普を

出しており、さらに昭和59年3月からニューメディ

アやデータベースに関する著作権問題について検討

する第7小委貴会が同審言頂全に設けられ審議が行わ

れています。

回国際的整備

　諸外国との文化交流の発腰、緊密化に伴い、著作

権の国際的保籔の必要性が生じてきます。我が国は、

著作権関係条約の中心をなすベルヌ条約に明治32年

以来加入していますが、最新のベルヌ条約パリ改正

条約い昭和50年に締緒しています。また、米国を中

心とする著作権保殺に方式の版行を要求する国々と

の保護関係は、万国著作権条約によっており、我が

国は、同条約を昭和31年に締緒し、同条約パリ改正

条約については、昭和52年に締結しています。さら

に、レコード保護条約を昭和53年に締緒しています。

　この他、WIPO総会、著作権政府固委眞会をはじめ

とする諸種の国際著作権会縦にも毎年代表を派遣し

て、国際的規模での著作権保護の推進に寄与していま

す。なお、隣接椎条約への加入問題を検討するため、

著作権裕誠会の第1小委政会で昭和59年5月から符

誠が行われています。

●著作権思想の普及

［口　書作権竈習会等の開催

　著作権に関する一般の理解を深めるための地区別著

作椛維習会（全国7ヵ炉斤）、図書蛇等職貝を対象とする

図普館等職員捌伺握実務雅習会（全国2か所）及び各・

都道府県教育委員会の著作権～1聯旭当者を対象とす

る都道府県著作椛可嚇祖当者諮習会（全国1か所）

を毎年州雌し、著作権思想の普及に努めているほか、

録音・録画機濃、コンピュータなどの新しい柵報伝

達手段の発達に伴う錨種の著作権閑魍に適切に対処

するため、国民各脳の参加を得て著作権御題研究協

談会（全国2か所）を開催しています。

回　著作権関係資料の作成等

　著作権制度を分かり易く解説した「著作権法ハン

ドブック」の作成、著作権関係講習会や　般の希望

者に配布するためのテキスト、法令集、条約案等の

発行、欧文パンフレットの作成等を行っています。

●著作権制度の運用

　著作物の公正にして円滑な利用を確保するため、

「著作権二閑スル仲介業務二閑スル法律」に基づき、

著作椎に関する伸介業務団体に対する許認可その他

の必要な菜務を行っています。

　また、著作権者が不明である著作物の利用の裁定

申酬に対し、その利用の裁定及び補倣金額の決定を

行っているほか、著作権に関する紛争について簡易・

迅速な解決を図るため、あっせんの中珊があった場

合にはそのあっせんを行っています。

　さらに、著作権法の規定に基づく実名の登録、第一

発行年月日の登録、著作権の移転に閲する登録等の

登録業務を行っています。なお、これらの登録は、

湖1燕保艘の要件として行われるものではありません。
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　宗教法人法は、宗牧団体が礼楴の施設その他の財

産を所有し、これを維持逃則し、その他宗教団体の

目的を達成するための乗務及ぴ耶莱を迎営すること

に資するため、宗挟団体に法律上の能力を与えるこ

とを目的としたものです。そのために信教の自由を

保帥し政教分離を規定する私法の狛I榊に従い、宗教

法人の自主性、自律性を尊皿するとともに、宗教法

人の貞任と公共性を皿視することを立法の基本とし

ています。

　宗教行政小務は、この宗教法人法の逃旨に従い、

推進しているものであり、その概要は次のとおりです。

●閲旺書務

　宗教法人の設立、規則の変更、合併及び解放の組

証班務を処理します。

●都道府県に対する指導、助言

　各都逆府県宗教法人小務主管課長会誠及ぴ宗教法

人耶務担当職員研修会を主雌し、宗教行政耶務上の

砺問題や具体約案件について、円滑、適切な処理が

なされるよう協；雇・研究するほか、必要に応じ指導

・助言を行っています。

●宗教法人の管理・道営に閲する研究協議会等の開催

　宗教法人の管理・運営の適正化に資するため宗教法

人を対象に研究協誠会等を次のとおり閉雌しています。

1］コ包括宗教法人等管理者研究協議会

　包括宗教法人及ぴ主要1降立宗教法人を対象とし毎

年2回開催するもので、包括宗教法人及び主要単立

宗教法人の管理者、学識経験者、宗務行政関係者が、

それそ’れの立場において有している宗教法人の皿営

に関する飾固魎について、自主的な研究協破を行い、

その成果を宗教法人の皿営、宗務行政の参考に資す

ることを目的としています。

図　宗教法人実務研修会

　工1ユ位宗教法人（神社、寺院、教会箏）を対架とし

たもので、全国を5地区に分け、宗教法人の管理・

運営の実務について、各郡門分野（法人の管理、税、

登紀等）の諦師を招いて研修会を洲准し、法人意識

の徹底、班赫能力の向上を図り、もって宗教法人の

管理・巡営の適正化に資することを目的とします。

●宗教資料の収集及び提供等

　宗教に関する知識や資料を国民一般に提供すると

ともに、宗教法人の所轄庁である各都道府県の箏務

に資するため、毎年宗教年鑑及ぴ宗務時報を刊行し

ています。

　このほか、宗教法人の皿営状況について、当該宗

教法人の協力を得て調査を行い、その実情の把握に

努めています。

●宗教法人客議会

　宗教法人楴誠会は、宗教法人法の公正な巡営がで

きるようにとの配雌から、文部大臣の諮御機関とし

て設けられたもので、宗教家及び学識経験者の計15

名で構成され、必要に応じて閉㈹1しています。

　文部大臣は、（1）姐則の認証、規則11変更の認証、合併

の認。証及ぴ解散の認証に関する決定、（2）公益～1喋以

外の箏葉の停止命令、（3）規則の認証、合併の認証の

取消し、に係る秤査舳求又は螂棚】立てに対する裁

決又は決定を行う場合は、却下する場合を除き、

必ず箏前に宗教法人柄炎会に諦問しなければならな

いことになっています。

刷…

　文化の振興・普及の突が上がるかどうかは、ひとえ

に全国各地で文化活動の推進に当たっている人々の能

力・資質にかかっていると言っても過言ではありま

せん。このため文化庁では、都道府県及ぴ市町村の

文化行政担当者、文化関係団体の職員等を対象とし

て各種の研修会・研究協継会等を閉雌しています。

文化抵興会岨

名　　　　称 趣　　　　　　　　　旨 対　　象　　音

文化振興会議 地方の文化行政に閲する基本的な詰問題に 都道府県の文化行政担当

ついての研究協議等を行い、文化行政の担当 職員、文化振興会議の委員、

者及び開係者の文化及び文化行政に”する理 全県的な芸術文化・文化財

解を深め、広い視野に立っての適切な文化行 保護団体関係者等（各県4

政の推進を期し、我が国文化の振興に資する。 名）、全国3地区で実施

公立葉術館等学芸担 公立の美術館、博物館等の学芸担当職員を 公立の美術館、博物館等

当識員研修 長期にわたり（原則として1年、6か月叉は の学芸担当職員若干名

3か月）国立の美術館及び博物館において研

惨させ、学芸担当職員としての耳門的な知識

及び技術を習得させ、その資質の向上を図る。

” 〃



名　　　　称 趣　　　　　　　　　旨 対　　象　　者

近現代美術裏門研傍 公私立の美術館、博物館において、近現代 近現代美術（西洋美術を

美術や西洋美術に閲する展資会の企画、展示 含む）の公開、保存、管理

品の取扱いや保存管理箏を担当する学芸員等 等専門的職務に従業する学

の専門的知識・技能の向上を図㌫ 芸担当者

（約25名）

公立文化会館連誉研 地方における芸術文化活動の拠点となる公 ①公立文化会館の職員

究極膿会 立文化会館の連営の改善に資するため、公立 ②地方公共団体の文化行政

文化会館の笹理・運営・利用に則係する者が 担当職員

相互に知識や経験の交流を図り、研究協議を ③芸術文化団体開係者

行う。 （約100名）

美術館等運営研究協 美術館等の運営の充実に資するため、公私 ①公私立の美術館等の職員

議会 主の美術館等の管理・連営・利用に開係する ②地方公共団体の文化行政

者が相互に知識や経験の交流を図り、研究協 担当識員

議を行う。 ③芸術文化団体開係者

（約100名）

芸術文化行政基援躍 各都道府児及び市町村の芸術文化行政担当 各都道府＾、市町村の経

麿 者等を対象として、芸術文化行政の組織・予 験年数3年未満の芸術文化

算、芸術文化活動の現況等基援的な書項に開 行政担当者等（県教委の推

する研修の被会を設け、書務の円繰な推進に 課するもの各県2名程度）

貸する。

公立文化施設技術職 公立文化施設の技術職員を対象として蟹台 公立の文化施股の技術職

員研修会 照明、音響業務に必要な知識、技術に閲する 員（県教委の推薦するもの

研修を行う。 各県1名寄呈度）
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名　　　　称 趣　　　　　　　　　　旨 対　　象　　者

国曙問題研究協議会 我が国の国曙をめぐる騎問題を取リ上げ、 ①指導主真及び学校の教戦

改善の方策等について研究協議し、国語に対 貝で国語の指導に開係の

する聞心を高めるとともに、国語施策の充実 ある考
・

に貸する。 ②社会教育聞係者、報道・

出版関係者

③国及び地方公共団体の職

員で、公文脅の作成に開

する指導等に携わる者

（東・西日本地区各約250名）

日本語教青研究協議 外国人等に対する日本語教育の当面の醍題で ①大学における日本語教育

会 ある教育内容・教育方法の一層の整備・充実 担当者

を図るため、日本語教育扱関箏の四査・研究の ②一般の日本語教育機胴に

成果報告をめぐって、日本語教育関係者によ おける日本語敏員

る研究協議を行い、もって日本爵教育の充実・ ③帰国子女研究協力校等に

発展に貸する。 おける日本語教育担当者

（東・西日本地区各約120名）

中国引揚者日本語指 中国からの帰国者の日本語教育に従事して 中国帰国考に対して日本

導者研修会 いる者に対し、文化庁作成の「中国からの帰 語指導を行う者で次に掲げ

国者のための生活日本曙」等を用いた教授法 るもの

の研傍を行い、もって、中国からの帰国者の ①都道府県等が実施する竈

日本語教育の充実・向上に資する。 習会の日本語指導者

②中学校夜間学級等の教員

③日本語指導を行っている

俊開の教員

（東・西日本地区各50名）

〃



名　　　　称 趣　　　　　　　　　旨 対　　象　　考

書＝作桁調習会 著作権に関する一服の理解を深め、著作権 著作者、著作物利用者等

思想の普及徹底を図る。 の一般国民　（約1，000名）

図書館等職員著作権 書作権法施行令第1条に基づく司脅に相当 図脅館等職員

案務講習会 する職員の資格附与。 （約500名）

都道府＾著作権■務 各都道府県の著＝作権書務担当者に著作権行 各都道府県文化行政担当

担当者講習会 政に必要な知識を深めさせる。 者　　　　　　（約50名）

著作権問題研究協議 貸レコード、ビデオ・ソフト等最近の著作 レコード製作者、レコ＿

会 佑問題について、聞係者の容加を得て対応策 ドレンタル業考、映画則係

を研究する。 者、マスコミ開係者、教育

固係者等　　　（約300名）

都道府県宗教法人事 都道府県において宗教法人■務を担当して 都道府県宗教法人裏務担

務担当識員研任会 いる動員に対し、宗教法人法に基づく翻旺事 当職員

務処理上必要な知識についての研修を行い、

宗務行政の門灯な推進に貸する。

‘

包括宗教法人等管理 包括宗教法人等の管理者、字識経筆者、宗 ①包括宗教法人及び主要単

考研究協議会 務行政開係者がそれぞれの立場において有し 立宗教法人の管理貫任者

ている宗教法人の連営に関する詰問題につい ②学識経験者

て、自主的に研究協議を行い、もって宗教法人 ③都道府県泉務行政開係者

の連営に策するとともに宗務行政の参考とする。

宗教法人実務研修会 宗教法人の実務担当者に対し、宗教法人運 ①宗教法人の法人裏務担当

営上の実務について研修を行い、法人意識の 者

徹底、書務能力の向上を図り、もって宗教法 ②都道府＾の宗教法人業務

人の管理連営の適正化に資する。　　　’ 関係者
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名　　　　称 趣　　　　　　　　　　旨 対　　象　　音

文化財愛護全国研究 各地域で文化財保穫の推進に当たっている開 ①各都道府県・市町村の文

集会 係者の害集を求めて文化財愛竈に閲する諸問 化財保獲審議会委員及び

題について研究協議を行い、文化財保護の充 　　　　　　　　　　　1s道府県の文化財保護指

実に貸する。 韓委員

②文化財愛種活動関係者

③小・中学校等の教齢や社

会教育の指導考で文化財

の学習や伝承を蚊リ入れ

ている指導者

④文化財保藩行政開係者

文化財行政基憂講座 都道府＾及び市町村において文化財保証行 ①各都道府県及び各市町村

政に携わる者を対象に職務逆行に必要な基憂 の文化財保種行政担当者

的事項に”する研修を行い、文化財保竈行政 ②各都道府県及び各市町村

の向上に資する。 の文化財保覆審議会委員、

各都道府県の文化財保穫

指導委員

歴史民俗貸料館等専 歴史民俗資料館等において歴史貸料、考古 歴史民俗資料館や博物館

門職員研修 資料、民俗資料等の保存活用に当たる専門職 等において歴史資料、考古

貫に対し、これら資料の調査、収集、保存及 資料、民俗資料等の保存活

び公開等に閲する必要な専門知識と技能の研 用に当たる専門職員で、各都

修を行い、歴史民俗資料館等の活動の充実に 道府県教育委員会が推薦す

資する。 る音叉は文化庁が適当と翻

めた者。

埋蔵文化財発掘技術 地方公共団体の埋砥文化財担当職員又はこ 地方公共団体の埋蔵文化

者等研修 れに準じる者を対象とし、埋蔵文化財の発掘 財担当職員又はこれに準じ

調査等に必要な知談と技術の研修を行うもの る者。

で、一般研修、専門研修、特別冊侮に分かれ

ている。開催場所は奈良国立文化財研究所埋

藏文化財センター。
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名　　　　称 趣　　　　　　　　　　旨 対　　象　　考

指定文化財（美術工 文化財（美術工芸品）の公開、保存、管理 公私立の博物館、美術館、

芸品）層示取扱諌習会 に対し必要な専門的知識と技能の研傍を行い、 資料館において有形文化財

もってその資質の向上を図る。 （美術工芸品）を取リ扱う学

芸担当者。

指定文化財（美術工芸 指定文化財（美術工芸品）の修理の概々な 指定文化財（美術工芸品）

品）修理技術者錆習会 場面において的確な判断を下せる広い視野を の修理に携わる中堅技術者。

狂い、熟練した技術をもつ技術者がその技術

が有効に発揮できるよう修理に直接開係のあ

る基浸的知触の研修を行う。

文化財建造物修理主 文化財建造物の保存修理工事に携わる技術 文化財建造物の保存修理

任技術考講習会 者に対し、主任技術者として必要な知離及び に携わる技術者のうち現に

技術等を修得させる。 修理設計、施工監理等を行

講習会は上級コース及び普通コースの二段 っている考。

階に分けて実施する。 （普通約12名）

主任技術者で、この講習

会の普通コースを終了して

おリ、文化庁が適当と翻め

る者。　　（上級約16名）

全国重要文化財達造 文化財達遣物保存修理書業の適正な連行を 主任技術者及び文化財産

物保存修理主任技術 確保するため、これに従事する主任技術者等 造物保存修理■業の設計監

者等連絡協議会 に対し、修理技術の向上と股叶監理業務の円 理等の委託を受けた府只教

沁む実施に必要な書項の連絡協議を行う。 委又は法人に属する職員で

主任技術者を指揮監督する

職にある者。その他特に必

． 要と認めた者。

（約130名）

！8

●展覧会等

［〔1文化財の海外展

　国宝・亙要文化財をはじめ、我が同の古美術を海

外に紹介するため、文化庁は原則として毎年1回海

外展を実施するとともに、国際交流基金や新山1社等が

主帷するものについても必要に応じて協力しています。

図　海外からの美術展の受入れ

　同立の美術館及び博物館では、外国の美術作品の

展覧会を館主雌又は外国政府、新山1社等との共帷で

年間延べ10数1酬胴雌しています。

回交換映画祭

　東京国立近代美術館フィルムセンターでは年脚10

前後の主聴を遺んで映画の企画上映を行っています

が、そのうちの約半数については外国政府等の協力

も得て外国映画を紹介しています。

●人物交流

［口　芸術家在外研修

　芸術各分野の芸術家を海外に派遣し、実地に研修

させるものです。　（9ぺ一ジ参照）

回　日米芸術家交換計画

　文化庁と米国の日米友好基金及び国立芸術財団の

共同市菜として昭和53年度から実施されているもの

で、美術、音楽、減蜘、舞帥等の分野で両国それぞ

れ5人の芸術家が相手囚に長期（6～12か月）に滞

在し、研修します。

回　芸術文化指導者の海外派遣

　11行外国の芸術文化の各分町について実状を視察し、

研兜凋介箏を行うため、指導者を海外に派遣しています。

囚　外国民族芸能団の招へい

　芸術祭特別公演として「n木氏鵡まつり」をI昭和

52年度から行っていますが、毎回主としてアジア又

は中近東、洲珂から民族芸能グループを招き、公減に

参加してもらっています。

　　　　　　　　　　　8本尺嶋まつり　撮影芳買日出夫

●文化財保存修復

［〔1文化財保存修復研究国際センター（lCCROM）

　への協力

　文化財保存修復研究国際センターは、文化財の保

存・修復に関する資料の収集・配布、研究の促進、

研究職員・技術者の焚成に対する援助等を目的とし、

ユネスコ総会の決城に基づき、昭和34年に設置され

た機関ですが、日木は昭和42年に加肌し、昭和50年

以来理班国としてその活勅に協力しています。

図　文化財保存修復研究国際センター（1CCROM）

　の研修コースヘの参加

　イタリアのローマにあるこのセンターにおいて開

催される長期研修コース（4－6か月）に毎年1人

派遣しています。

固　文化財の保存及び修復に関する国際研究集会

　一山界各回のW’1家が一堂に会し、文化財の保存・

修復に関する研究成果を発一表し討跳を行い、広く文

2ノ



化財の保作に貰献するため、東京同立久化財研究所

では、舳和52年度より、各回より・W・味を柵待し、同

際研究某会を舳准しています。

囚招へい研究員制度

　昭和53年度より、東京同立文イビ財研究所において、

文化財の保作修似に関する共同研究を行うため、毎

年海外より2－3名の研究祈を相へいしています。

●芸術開係団体の国際交流裏業補助

　芸術関係用体に対する民冊］芸術等振興四舖助金

（9ぺ一ジ参照）により、これらの団体が行う姿術の

間際交流促逃小葉に対して小葉挫の一部を助成して

います。

●外国人に対する日本語政育

　近年、国際交流の活発化に伴い、広く外同人の冊1

に日本珊学禍への関心が高まってお一り、また、外国

人に対する日本．鳩教育の一・梢の充実、振興が各方面

から強く要望されています。このため、文化庁では、

1」木諦教育に関する各帥の実態調査を行うとともに、

それらを基に、日本珊教育の一肺の充実・振興を図

るための狼木的地籔の検．村を進めており、また、民

冊の1．1木船教育機関における共残灼研究の促進とそ

の成果の普及を困るため、それらの機関への研究委

蝋や研究協誠会の閉雌箏の一一π業を行っています。

　また、同立同流研究戸斤「1」木組教育センター」に

おいては、内外の日本珊教育関係、蜥機関と逆挑協力

しつつ、1－1木．渦教育の1勺容、方法に関する兆礎的、

火際的な一凋命研究、教材等の用雅・批供、批正一i研修

などの小菜を仙1地しています。

　さらに、1昭和47年の口1－l1国交正滑化以来、中国残

留孤児等の1・1・固からの州珂が始まり、今後もかなり

の州：劃者が二戸恕されています。これらの中同州司者

の生活適応の円滑化に役立てるため、n本誌教材及

ぴ指浄；峠を作成、配布するとともに、日本滞教師等

に対し必要な摘祥法等の研修を行っています。

28，565人

国内における日本離習者の推移（学習日的別）（10月1日現在）、㌦、、、人！

25，OOO人
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●文化テレビ放送

　文イビ庁企商提供テレビ番組「美をもとめて」は、

同氏の文化的仙操の向上に資するため、同立博物館・

美術鮒箏の所蔵品、特別腿等の陳列品その他我が同

及び外胸の文化財、文イビ的雌物等を紹介、解説する

もので、東京放送（TBS）をキー・ステーションと

して金同24局ネットで放映しています。

　この番組は、昭和47年に放送を1洲蛉して以来、同

種の冊細が他局でも続々と生れ、テレビ界に刺激を

与えましたが、同郁の番組の中でも、また官庁挑供

番剥1の中でも、高槻聰率を得ています。

「美をもとめて」放送局及び放送時間

東京放送（T8S）
毎日放送（MB　S）

北海道放送（HBC）
テレビュー福島（T∪1＝）

テレビ山梨（∪TY）

静岡放送（S8S）
テレビ高知（KuTV）

RKB｛……≡目（RK8）

中国放送（RCC）
青森テレビ（ATV）
新潟放送（B　S　N）

北陸放送（MRO）
信　越　放　送（S8C）

山陰放送（BSS）
長崎放送（N8C）
熊本放送（RKK）
大分放送（OBS）
宮崎放送（MRT）
南日本放送（M8C）

琉球放送（RBC）
岩手放送（lBC）
東北放送（T8C）
山陽放送（R　S　K）

中部日本放送（C　B　C）

日曜日

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃
上記の選の

土肥日

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

8：I5－　8：30

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃
9：30－　　9：45

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

lO：I5－lO：30

■O：30－lO：45

　　〃
・I：15－I　I：30

●文化庁月報

　文化庁では、！1喋・行小の紹介、文化に関する符

名人の．稔文、馳箏、解脱、都道府県・市町村の文化

行政の理状、各1一到の文化行政小柵の紹介などを拙戦

する「文イビ庁”榊」を編集し、刊行しています。

　f乍妓はB5版・36頁定価180川

　年1舳海．涜料（送料共）一2，160川

．0■■■●一■■1一●■＾一●‘■I●●1一■，□，■・1一■

文化庁／■8

」　　　　　　　　　一　．一一　　■■1・

1

．、」＿

■舳12■　出■88 脚、／刊

●その他

　1二．1己のほか、文化庁の施設等機関は、それそ’れ定

期『l1行物を発行しています。　・般に人手しやすいも

のとしては、次のようなものがあります。

［□　東京国立博物館

　「同立博物蝋ニュース」月刊

「MUSEUM」　”1二1j　B5版

タフ’ロイド版4頁

　　　　定価i30円

3パ（　定価500用

図　東京国立近代美術館

　「現代の1山」バf11A4版4頁～6虹

団　京都国立近代美術館

　「槻　る」”刊　A11版 ・一∫し～6工し

定価1001・【・1

定価30円

5／



÷σ

年　　月　日 小　　　　　　　　　　　項

8名手口20ξF　11・6

　　　　　12・15

昭和21年　9・5

　　　　　11・16

8習和22ξF　5・3

　　　　　5・3

　　　　　5・lO

　　　　　12・4

昭和23宰　2・16

　　　　　12・20

昭和24年　1・26

　　　　　4・28

　　　　　6・1

　　　　　7・23

83手025手F　4・1

　　　　　5・30

　　　　　5・30

　　　　　8・29

8名手026ξF　4・3

　　　　　4・3

　　　　　5・25

　　　　　12・1

目名手027ξF　4．1

　　　　　6・6

　　　　　7・31

日雪寿029毛F　5・29

　　　　　7・1

　　　　　12・9

昭和30年　1・26

昭和31年　1・28

　　　　　6・30

　　　　　7・9
8名手033ξ≡　4，30

　　　　　5・1

昭和34年　4・1

　　　　　4・1

　匝要英術品等の盟足並びに名勝天然紀念物の桁定小拷州始通達。

　GHQ、国家神道の禁止を怖令。

　第1回塞術祭用】雌。

　「当㎜満字衷」、「理代かなづかい」内胤リ11令・告示。

　日本国惣法施行。

固立呼物鮒官制公布（帝室呼物館及ぴ奈良帝室博物館を宮内省から文部省に移管、美術研究所な

　とを合併して固立博物鮒及ぴ固立博物館奈良分館と改称。）。

　冴作物1・一端、内狩竹から文部汽に移管。

帝国芸術院を日木芸術院と改称。

「当用満字別表」、「当用淡字一荷刃11炎」内閑副11令・告示。

脚立回．活研究所を文部竹所輔の研究所として設置。

法隆寺金堂焼失。

「当用満字字体炎」内脚訓令・告示。

国据禰元金殺帷。

日本芸術院令公布。

芸術遭奨制度発足。

文化財保般法公布（8・29施行）。

文イビ財保般委工1全般置。

国立博物館、同館奈良分蛾及ぴ美術研究所が文化財保籔委n会の附属機関となる。

文化功労者遺考術介会渕碓。

宗教法人法公布、宗教法人杵跳会設置。

「人名㎜漢字列衷」内閉訓令・告示。

博物蜻法公布。

恩賜京都岬物館が文化財保漉委貴会所管となり、京都固立岬物館と改称。国立博物館を東京国立

博物館と改称、美術研究所を東京文化財研究所と改称し、新たに奈良文化財研究所が設置される。

国立近代美術嫡設置（12・l1閉館）。

東京同立呼物鮒奈良分館が奈良国立博物館として独立。

東京文化財研究所、奈良文化財研究所を東京国立文化財研究所、奈良国立文化財研究所と改称。

匝要無形文化財・匝要民俗資壮け后定制度等発足。

「ローマ字のつづり方」内1舳11令・告示。

第1回文化財防火デー実施。　　　　　　　　　　’、

万国著作他条約公布。

地方教育行政の組搬及び巡営に関する法律公布。

中央教育術銚全「教育・学術・文イビに関する国際交流の促進について」答申。

日本差術院会蜘珊蚊。

1勾立西洋美術館設肝。（翌年6・10腓雌）

蛎久美術作一帥U二制度発足。

芸術関係11刈体に付する補助企制度雅足。

年　　　月　日

昭和34年　7・l1

　　　　　7・20

昭和38年　3・1
8名手口41牟1≡一　4．5

　　　　　4・15

　　　　　4・28

　　　　　5・30

　　　　　6・27

昭和42年　4・1

　　　　　4・1

　　　　　4・一

　　　　　5・31

　　　　　7・4

　　　　　7・14

昭和43年　6・15

　　　　　6・15

　　　　　9・15

　　　　　10・11

　　　　　10・17

昭和44年　6・11

　　　　　6・13

昭和45年　5・6

　　　　　5・27

　　　　　12・18

　　　　　12・24

8名手口46牟F・　5・26

　　　　　6・21

昭和47年　3・16

　　　　　3・21

　　　　　7・2

　　　　　7・20

　　　　　10・2

　　　　　12・20

昭和48年　4・26

　　　　　5・7

　　　　　6・18

昭和49年　4・l1

　　　　　6・20

　　　　　8・一

昭和50年　3・6

小 工頁

「送りがなのつけ方」内1脳11令・告示。

奈良国立文化財研究所による平城宮跡炎舳凋介1州始。

東京国立近代美術館京都分館股；班（4・27閉館）。

文イビ局設冊（5・1雅兄）。

衆蝋院文教委以会で国立側鳩法案可決の際伝続芸能以外の蓬能の振興について附帯決継される。

文化財愛組モデル地区棉定制度始まる。

文化財愛遡シンボルマーク決定。

国立脚場法公布（7・1特殊法人同立脚場発足、11・1㎜棚。

理代美術遺恢腰制度雅足。

芸術遺奨（新人筑）制度発足。

苛少年芸術刺仙炎足。

岡立近代美術蝋京部分館、独立して京都圃立近代美術館となる。

韮術家在外研修制度発足。

世界知的所有椛機関（WIPO）設立。

文化庁設碓、初代長官に今日出海氏就任。

文化財保般棉筏会談椛。

「文化庁月報」側刊。

東京国立博物館東洋館冊雌。

川端脹成、ノーベル文学賞受賞決定（12・10ストックホルムで受佼式）。

東京同立近代美術館新館州館。

第1同地方萎術文化振興会跳州雌（全国8地区で7・6まで）。

＝持作椛法公布（46・1・1施行。保I側靱1湖50年となる。）。

東京脚立近代美術館フィルムセンター閉館。

「飛＾地方における腿史的風上及び文化財の保存等に関する方鮫について」閑跳決定。

普作物僻城会談概。

移醐芸術祭・同巡回公満発足。

⑱勿文化財処造物保存技術協会設立、修理技術後継折螢成を開始。

同立演芸場I役立に関する｛・禰岡全で採択。

禁則M市郡I1月日香村の高松塚古城で壁画災見。

文化テレビ放送「美をもとめて」放映州蛉。

優矧映画製作奨励金交付制度発足。

特殊法人「国際交流基金」発足。

第二同立劇場．役立；仙術協跳会（第110）州雌。

螢術文化術導者海外派遣制度従足。

移肋芸術祭・同巡11リ公杭（作孚公満〕雅兄。

「当胴泌手背訓衷」、「送り仮名の付け方」1相舳111令・告示。

奈良1一因．並文化財研究所に理戯文化財センター新設。

ヘルス条約ブラッセル改j1三条約公布。

こども芸術庁，則上場発足。

ベルヌ条約パリ改正条約及び一1叱界刷1勺所有椛剛閑（WIPO）設立条約公布。

〃 〃



年　　月　H 1山　　　　　　　　　刎

文化庁関係機関の住所・電話

昭和50年　3・15

　　　　　7・1

昭和51年　5・7

　　　　　5・12

　　　　　7・30

　　　　　10・1

8名手052ξF　3，23

　　　　　5・20

　　　　　6・7

　　　　　7・30

　　　　　8・3

　　　　　9・17

　　　　11・15

　　　　11・15
昭和53年　6・27

　　　　10・一

　　　　10・11

　　　　l1・3
昭和54年　3・22

　　　　6・8
　　　　11・2
8名手口55書F　4．5

　　　　7・一

　　　　7・一
8名手口56司≡　4・3

　　　　4・14

　　　　6・19

　　　　10・1
ミ昭手057隼一≡　4・6

昭和58年　3・18

　　　　6・l0

　　　　9・15

　　　　11．1
8召和59奉F　3・20

　　　　4・一

　　　　5・25

　　　　6・15

　　　　7・1

余良同立文｛ヒ財研究所飛＾資料鮒1別鮒。

改正文化財保碓法公布（10・1施行）。

第．一二1一旺1．舳州設立榊舳鮎会（躯21111）で基本冊思案水独。

こどら向けテレビ川船秀映画製作奨励金交付制度従足。

「人名用波字追加東」州劣1．洲1令・｛キ示。

同立同1蝸研究所に1．一木船教育センターを設碓。

文化行政⊥壬期総合川i阿惣腋生「まとめ」公表。

1・π1舳棚美術蝋測碇110・151舳言）。

芸術家同1勺研修継1雌焚腿。

恥111』全1・舳1W戸牧総合文化祭下葉市で閉雌（一8・3）。

一方向洲11椛条約パリ改正禾約公布。

第11川1．1木氏蝸まつり（茎術祭特別公満）。

同．立民放箏岬物蝋用1鮒。

東京同立近代美術鮒I11芸鮒1州鮒。

文化庁ωI蜘0閉年・；d念功労折衷形式。

芸術祭人阪公満雅足。

レコード保・痩条約公布。

第11111ミュージック・フェスティバル（芸術祭特別公満）州雌。

1．剣．lt蜘彬満英資科蜘舳場。

中・火教育術跳会「地域社会と文化について」答巾。

同立1唖羊美術鮒断鮒州鮒。

奈良同立博物館仏教英術資科研究センター股冊。

こども芸術刺鳩、廿少年芸術側仙の離鮎・へき地公満発足。

京都同．沈博物蝋文｛ヒ財保作修理所葉椥州始。

京都用．立博物館京郁文化資科研究センター．没碓。

同立歴史民俗博物鮒、脚立人学共同利用機閑として設置。

第．．二回立脚場、設立堆術協流会、設碓牌恕概要及ぴ処築組侠を報告。

「鉗用液字表」州舳11令・告示。

東京同立呼物鮒に資料部、設挺。

固立歴史民俗博物鮒1珊鮒。

仔術連絡全域「地域のスポーツ、文化、姿術の振興に関する施餓について」搬告。

同立脚場能楽常閉場。

第1同地域文化功労者表彰。

同．t卿拙文楽刺州舳湯。

中学伎芸術猪性教霊発足。

若作物法一部改止（60・1・1施行、エモ与椛の伽設等）。

「1昭和60年度以降の芸術祭のあり方について」芸術祭魁駿全報告。

文化庁の機榊散生｛総傍荻、伝統文化牒、釧碓〕。

文　　　化　　　庁

国立国語研究所

東京国立博物館

京都国立博物館

奈良国立博物館

東京国立近代美術館

　同　工　芸　蜻

　同フィルムセンター

京都国立近代美術館

国立西洋美術館

国立国際美術館
東京国立文化財研究所

奈良国立文化財研究所

　同平城宮跡資料館

　同地鳴藤原宮跡発掘調査部

　同飛鳥資料館

日　本　芸　術　院

国　立　　刺　　場

　同　能　楽　覚

　同文　楽刺場

T100

〒115

〒11O

〒605

〒630

〒102

〒102

〒104

〒606

〒110

〒565

〒11O

〒630

〒630

〒634

東京都千代田区蔽が関3－2－2

東京都北区西が丘3－9－14

東京都台東区上野分国13－9

京都市東山区茶屋町527

奈良市登大路町50

東京都千代田区北の丸公団3

東京都千代田区北の丸公園1

東京都中央区京橋3－11

京都市左京区岡崎円勝寺町

東京都合束区上野分団7－7

大阪府吹田市千里万博公園10－4

東京都台東区上野分国13－27

奈良市二条町2－9－1

奈良市佐紀町

概原市木之本町石ヶ坪

〒脳一01奈良県高市郡明日香村奥山601

〒llO　東京都台東区上野分国1－30

〒102　東京都千代田区隼町4－1

〒151　東京都渋谷区千駄ヶ谷4－18－1

〒542　大阪市南区日本橋1－12－10

0　03－581－4211

0　03－900－3111

0　03－822－1111

0075－511－1151

00742－22－7771

a　03－2I4－2561

0　03－211－7781

i，　03－561－0823

0075－761－4111

0　03－828－5131

0　06－876－2481

0　03－823－2241

a0742－34－3931

a0742－34－3931

007442－4－1122

00744－54－3561

0　03－821－7191

0　03－265－7411

a　03－423－1331

0　06－212－2531

〃 〃
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